
 下記の内容にて、埋蔵文化財調査補助員を募集します。

   募集期間：令和６年１月１６日～令和６年１月２６日

      （応募状況により、早期に募集を終了することがあります。）

１．業務内容

職種 埋蔵文化財調査補助員（その２）

仕事内容 （１）包含層及び遺構等の掘削並びに遺構及び遺物の検出

（２）測量及び実測

（３）写真撮影

（４）埋蔵文化財調査員の業務の補助

雇用期間 令和６年１月２３日～令和６年３月３１日

 ※契約更新はありません。

勤務場所 和歌山県立紀伊風土記の丘

 〒640-8301 和歌山市岩橋1411

  JR田井ノ瀬駅から徒歩20分

 ※公園敷地内は禁煙になります

通勤 自動車での通勤は可能です（駐車場あり）

 ※駐車場については面接時にお知らせします。

必要な経験等 必須（埋蔵文化財発掘調査経験及び埋蔵文化財調査報告書の補助経験）

 ※年齢、学歴、免許・資格は不問です

試用期間 試用期間あり １ヶ月 使用期間中の労働条件 同条件

２．賃金・手当

賃金 時間給（ａ＋ｂ） 1,046円 ～ 1,191円

 基本給（時間換算額） 996円 ～ 1,134円

 地域手当         50円 ～   57円

 ※基本給は日給÷７時間で計算表示しています。

賃金形態等 日給（6,972円 ～ 7,938円）

通勤手当 実費支給（上限あり 月額55,000円）

賃金締切日 固定（月末）

賃金支払日 翌月の金融機関第８営業日

昇給 なし

賞与 なし

３．労働時間

就業時間 ９時００分 ～ １７時００分

時間外労働 なし

休憩時間 ６０分

週所定労働日数 週２日程度

休日等 月曜日他（週休二日制：毎週）

埋蔵文化財調査補助員（その２）募集について



４．その他の労働条件等

加入保険 労災保険のみ

※退職金共済・退職金制度はありません。

その他 定年制：なし、再雇用：なし、勤務延⾧：なし

入居可能住宅：なし

利用可能託児施設：なし

５．選考等

採用人数 １人

選考方法 面接（予定１回）

結果通知 電話またはＥメール

日時 随時

選考場所 和歌山県立紀伊風土記の丘

 〒640-8301 和歌山市岩橋1411

  JR田井ノ瀬駅から徒歩20分

応募方法 応募書類：履歴書（写真貼付）

 ※ハローワークを通じて応募する場合は、ハローワーク紹介状が必要です。

応募方法：Ｅメール又は郵送

 Ｅメール：e5007031@pref.wakayama.lg.jp

 郵送先：〒640-8301 和歌山市岩橋1411

      和歌山県立紀伊風土記の丘

応募期間：令和６年１月１６日～令和６年１月２６日（必着）

特記事項 応募書類は、求人者の責任にて廃棄します。

応募者全員の面接選考終了後１４日以内に通知します。

応募者数により早期に募集を終了することがあります。

求人に関する特記事項

担当者

 和歌山県立紀伊風土記の丘 総務課 藤井

  電話：０７３−４７１−６１２３

  ＦＡＸ：０７３−４７１−６１２０

  Ｅメール：e5007031@pref.wakayama.lg.jp

※ハローワークでも求人票を提示しています。

〇地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、常勤職員と同様に懲戒処分等の対象となります。

〇地方公務員法第１６条に該当する人（次のいずれかに該当する人）は受験できません。

 ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

 イ 和歌山県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

 ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

   を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人


